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ガ
ス
事
業
法
及
び
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
六
章

ガ
ス
の
使
用
制
限
等
（
第
百
六

目
次
中
「
第
六
章

あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
（
第
百
七
条
・
第
百
八
条
）
」
を

第
七
章

あ
つ
せ
ん
及
び
仲
裁
（
第
百
七

条
の
二
・
第
百
六
条
の
三
）

に
、
「
第
七
章
」
を
「
第
八
章
」
に
、
「
第
八
章
」
を
「
第
九
章
」
に
、
「
第
九
章
」
を

条
・
第
百
八
条
）

」

「
第
十
章
」
に
、
「
第
十
章
」
を
「
第
十
一
章
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
行
う
者
（
」
の
下
に
「
第
百
六
条
の
三
を
除
き
、
」
を
加
え
る
。

第
百
九
十
四
条
中
「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
五
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
六
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と
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き
。
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
九
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中

「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
選
任
し
な
か
つ
た
者
」
を
「
選
任
し
な
か
つ
た
と
き
。
」
に
改
め
、
同

条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
二
百
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規

定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
の
規
定
」
を
「
又
は
第
百
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
」
に
、

「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
二
百
一
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の

規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
又
は
第
八
十
条
の
八
第
二
項
」
を
「
、
第
八
十
条
の
八
第
二
項

又
は
第
百
六
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」

を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
十
章
を
第
十
一
章
と
し
、
第
六
章
か
ら
第
九
章
ま
で
を
一
章
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

ガ
ス
の
使
用
制
限
等
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（
液
化
天
然
ガ
ス
の
調
達
の
要
請
）

第
百
六
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
ガ
ス
の
安
定
供
給
の
確
保
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
ガ
ス
の
製
造
の
用
に
供
す
る
液
化
天
然
ガ
ス
の
調
達
が
特
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
以
外
の
者
に
よ
る
調
達
を
困
難
と
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
独
立
行
政

法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
に
対
し
、
当
該
液
化
天
然
ガ
ス
の
調
達
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ガ
ス
の
使
用
制
限
等
）

第
百
六
条
の
三

経
済
産
業
大
臣
は
、
ガ
ス
の
需
給
の
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
ガ
ス
の
供
給
の
不
足
が
国
民
経
済
及
び
国
民

生
活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
、
公
共
の
利
益
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
事
態
を
克
服
す
る

た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ガ
ス
小
売
事
業
者
若
し
く
は
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
者
に
対
し
、
そ
の
使
用
す

る
ガ
ス
の
量
の
限
度
を
定
め
て
、
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
が
供
給
す
る
ガ
ス
の
使
用
を
制
限
す
べ
き
こ
と
又
は
ガ
ス
小
売
事

業
者
等
か
ら
新
た
に
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
新
た
に
供
給
を
受
け
る
ガ
ス
の
量
の
限
度
を
定
め

て
、
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
か
ら
新
た
に
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
を
制
限
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と
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が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ガ
ス
小
売
事

業
者
等
か
ら
ガ
ス
の
供
給
を
受
け
る
者
に
対
し
、
ガ
ス
小
売
事
業
者
等
が
供
給
す
る
ガ
ス
の
使
用
の
状
況
そ
の
他
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
液
化
天
然
ガ
ス
の
調
達
を
行
う

こ
と
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
同
条
第
二
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
号
」
を
加
え
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含

む
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
う
ち
独
立
行
政
法
人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
法
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
の
改
正
規
定
中
「
第
十
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一
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

（
高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
の
う
ち
、
ガ
ス
事
業
法
第
百
九
十
四
条
か
ら
第
百
九
十
六
条
ま
で
、
第
百
九
十
九
条
及
び
第
二
百
条
の
改
正
規
定

を
削
り
、
同
法
第
二
百
一
条
の
改
正
規
定
中
「
第
二
百
一
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
」
を
「
第
二
百
一
条
第
一
号
」
に
改
め
、
「
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
」
を
削
り
、
「
加
え
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
」
を
「
加
え
」
に

改
め
、
同
条
第
六
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
改
正
規
定
を
削
る
。
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理

由

液
化
天
然
ガ
ス
の
確
保
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
緊
張
の
高
ま
り
を
踏
ま
え
、
緊
急
時
に
お
い
て
経
済
産
業
大
臣
が
独
立
行
政
法

人
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
に
液
化
天
然
ガ
ス
の
調
達
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
ガ
ス

の
需
給
を
調
整
す
る
た
め
ガ
ス
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
措
置
等
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法

律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


